
第６章 健康診断と健康管理



Ⅵ-1. 健康診断（健康管理）
事業者が行う義務があると同時に、労

働者も健康診断を受ける義務（努力義
務）があり、積極的に受診しなければなら
ない。
一般健康診断（雇入れ時健康診断、定
期健康診断）

定期健康診断の有所見率は年々増加
（平成26年は53.2％）。



労働安全衛生法による定期健康診断項
目の改正（2008年４月１日施行）
腹囲の検査を追加。
血清総コレステロールをLDLとHDLに
変更。
問診時に喫煙歴と服薬歴の聴取を徹
底。
項目：問診、身体計測、視力、聴力、血
圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心
電図、胸部エックス線、尿検査





定期健康診断実施結果（年次別）



令和２年 定期健康診断実施結果（業種別・
都県別）



一般健康診断（雇入れ時健康診断、定
期健康診断）
特殊健康診断
A. 法令によるもの

1.じん肺（じん肺法）
2.安衛法で定める有害業務

８項目
B. 行政指導（通達）による有害業務

29項目



業務上疾病（労働基準法、医学用語で
は職業性疾病（疾患））
第１号：業務上の負傷に起因する疾病
第２号：物理的因子による疾病
第３号：身体に過度の負担のかかる作業態度に起因する
疾病
第４号：化学物質等による疾病
第５号：粉じんを飛散する場所における業務による粉じん
の吸入に起因するじん肺症及びじん肺との合併症
第６号：細菌、ウイルス等の病原体による疾病
第７号：がん原性物質もしくはがん原性因子又はがん原性
工程における業務による疾病（職業がん）
第８号：厚生労働大臣の指定する疾病
第９号：その他義務に起因することの明らかな疾病



「清掃・と畜業」の業務上疾病の推移



特殊健康診断実施状況（年次別）



Ⅵ-2. メンタルヘルス対策（健康管理）
労働安全衛生法の一部改正

2015年12月1日施行
ストレスチェック制度

労働者が「常時50人以上」の全事業場
にて、毎年1回の実施と所轄の労働基準
監督署への報告が義務。（50人未満の
事業所は当分の間は努力義務）



令和２年 労働安全衛生調査（実態調査）











脳・心臓疾患と精神障害の労災補
償の比較



メンタルヘルス対策の実施

＊同じ労働者が連続１か月以上休業した後に退職した場合は、退職
者のみに計上。
2018年度 労働安全衛生基本調査結果

事業所規模 休業者 退職者
1,000 人以上 0.8 0.2 99.7
 500 ～ 999人 0.6 0.1 99.2
 300 ～ 499人 0.6 0.3 99.6
 100 ～ 299人 0.4 0.2 97.7
  50 ～　 99人 0.3 0.3 86.0
  30 ～　 49人 0.2 0.3 63.5
  10 ～　 29人 0.2 0.3 51.6
廃棄物処理業 0.3 0.4 56.1

メンタルヘルス不調による 取り組ん
でいる



過重労働とメンタルヘルス
１．過重労働は健康に影響を与える。
２．長時間労働による睡眠時間の減少が
メンタルヘルス不調者の発生頻度を高め
る。（６時間以上が望ましい）
３．労働環境のみでなく、労働者自身の
セルフケア及び家族のケアも必要。
４．過重労働を減らすだけではなく、仕事
へのコントロール感、支援体制、報酬等
の対応も必要。





Ⅵ-3. 事業者の安全配慮義務

労働契約法第５条（2008年施行）
「使用者は、労働契約に伴い、労働者が
その生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮を
するものとする。」
＊使用者の労働者に対する安全配慮義
務（健康配慮義務）。
◎メンタルヘルス対策も安全配慮義務に
含まれる。



労災補償と損害賠償
（1）労働基準法および労災保険法に基
づく労災補償制度と被災労働者又はそ
の遺族が使用者に対して行う損害賠償
制度（労災民事訴訟制度）がある。
（2）労災民事訴訟制度では、精神的損
害（慰謝料）や逸失利益などを含む全損
害の賠償を求めることができる。現在は
使用者等の債務不履行責任（安全配慮
義務違反）を問う形のものが中心。





長時間労働からメンタルヘルス不調をき
たして自殺したケースの裁判事例（山田
製作所事件）（平成19年福岡高裁判決）

自動車等の部品工場に勤務する男性
（24歳）が自殺。妻と両親が会社に対して
損害賠償を請求。
＊会社に義務（注意義務ないし安全配
慮義務）違反があったか。



＊会社に義務（注意義務ないし安全配
慮義務）違反があったか。

１ヶ月に100時間を超える時間外労働・
休日労働とリーダーに昇格したことによる
心理的負担の増加から、健康状態の悪
化を招くおそれのあることは容易に認識
し得た。予見可能性有りと判断。
＊会社に約7,400万円の賠償金の支払。



Ⅵ-4. 過労死・自殺防止のための注意義
務
①適正な労働条件の設定。
②労働者の健康管理を十分に行う。
③労働者の性格・能力、家族状態に十
分に配慮して、疾病が生じないように仕
事の内容などを適正な労働配置とする。
④疾病が生じた労働者には、十分な対
応を行い、治療を行いやすい環境を整
備する。







過労死等とは？

過労死等防止対策推進法第２条で定
義。
＊業務における過重な負荷による脳血
管疾患・心臓疾患を原因とする死亡。
＊業務における強い心理的負荷による
精神障害を原因とする自殺による死亡。
＊死亡には至らないが、これらの脳血管
疾患・心臓疾患、精神障害。



長時間労働の脳血管疾患・心臓疾患発
症リスク

長時間労働 リスク
１日拘束11時間以上 ２．７

（拘束７～１０時間）
１日労働11時間以上 ２．９

（労働７～９時間）
週労働61時間以上 １．９

（週40時間以下）



Ⅵ-5. 受動喫煙の対策
健康増進法の改正

＊2020年４月１日より全面施行
基本的考え方
１. 望まない受動喫煙をなくす。
２. 子ども、患者等に特に配慮。
３. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
原則屋内禁煙



施設等の管理者等の責務等
(1) 喫煙が禁止された場所に喫煙器具・
設備（灰皿等）を設置してはならない。
(2) 都道府県知事は、勧告、命令等を行
うことができる。
＊所要の罰則規定（過料）。

施設管理者：最大５０万円
喫煙した人：最大３０万円



令和２年 労働安全衛生調査（実態調査）



令和２年 労働安全衛生調査（実態調査）
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